
JP 2015-110148 A5 2016.2.18

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
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【公開日】平成27年6月18日(2015.6.18)
【年通号数】公開・登録公報2015-039
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【国際特許分類】
   Ａ６３Ｆ   7/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６３Ｆ    7/02     ３０４Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成27年12月25日(2015.12.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技用価値を用いて遊技を行うことが可能な遊技機であって、
　少なくとも一面に電子部品が実装される基板と、
　前記一面を被覆し、開口を有する第１カバー部材と、
　該一面と反対側の他面を被覆し、開口を有する第２カバー部材と、
　前記第１カバー部材と前記第２カバー部材とを締結する締結手段と、
　を備え、
　前記第１カバー部材と前記第２カバー部材とにより前記基板の側面における少なくとも
一部を被覆することなく、前記第１カバー部材の開口周端面と前記第２カバー部材の開口
周端面とが前記基板の周縁部を挟み、
　前記一面に実装される電子部品は発光ダイオードであり、
　前記第１カバー部材は、透光性を有するレンズ部材からなり、
　前記第１カバー部材には、前記発光ダイオードからの光を乱反射させて遊技者側に出射
させるための加工が施され、
　前記基板の周縁部は、前記電子部品の配線パターンが形成されない非配線部とされてい
る
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　前記課題を解決するために、本発明の請求項１に記載の遊技機は、
　遊技用価値（遊技球）を用いて遊技を行うことが可能な遊技機（パチンコ遊技機１）で
あって、
　少なくとも一面（前面６０４Ｆまたは背面６０４ｂ）に電子部品（ステージ枠飾りＬＥ
Ｄ６１，６２、ＩＣチップ６１５等）が実装される基板（ステージ枠飾り基板６０４）と
、
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　前記一面を被覆し、開口を有する第１カバー部材（前カバー６０６または後カバー６０
３）と、
　該一面と反対側の他面（後面または前面）を被覆し、開口を有する第２カバー部材（後
カバー６０３または前カバー６０６）と、
　前記第１カバー部材と前記第２カバー部材とを締結する締結手段（ネジ６２２、取付孔
６２３ａ～６２３ｃ、ネジ穴６２５）と、
　を備え、
　前記第１カバー部材と前記第２カバー部材とにより前記基板の側面における少なくとも
一部を被覆することなく、前記第１カバー部材の開口周端面（例えば、側板６００ａの後
端面や外側板６０２ｂの後端面）と前記第２カバー部材の開口周端面（例えば、外側板６
２１ａの前端面）とが前記基板の周縁部（外周縁６１０ａ）を挟み（図１５参照）、
　前記一面に実装される電子部品は発光ダイオードであり、
　前記第１カバー部材は、透光性を有するレンズ部材からなり、
　前記第１カバー部材には、前記発光ダイオードからの光を乱反射させて遊技者側に出射
させるための加工が施され、
　前記基板（ステージ枠飾り基板６０４）の周縁部（外周縁６１０ａ）は、前記電子部品
の配線パターンが形成されない非配線部（図１０中網点領域）とされている
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、第１カバー部材と第２カバー部材とを締結した状態において、第１
カバー部材の開口周縁面と第２カバー部材の開口周端面との間に基板の周縁部が挟まれる
ことにより該基板の成型誤差を吸収でき、これにより基板を極力大きくし、電子部品を第
１カバー部材の周縁近傍に配置すること等が可能となるため、電子部品の配置自由度が向
上する。また、開口周端面との当接により基板の配線パターンと第１カバー部材が導通し
、静電気による高電圧が電子部品を破壊したり、配線パターンが断線されることを回避で
きる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明の手段１の遊技機は、請求項１に記載の遊技機であって、
　前記締結手段は、導電性を有する取付ネジ（金属製のネジ６２２）と、前記第１カバー
部材（前カバー６０６または後カバー６０３）および前記第２カバー部材（後カバー６０
３または前カバー６０６）に形成された前記取付ネジの取付孔（取付孔６２３ａ～６２３
ｃ、ネジ穴６２５）と、からなり、
　前記基板（ステージ枠飾り基板６０４）の周縁部における前記取付孔の対応箇所に切欠
部（切欠凹部６０９ａ～６０９ｃ）が形成されている
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、導電性の取付ネジと配線パターンとが接触して、静電気による高電
圧が電子部品を破壊することを回避できる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００１０】
　本発明の手段２の遊技機は、手段１に記載の遊技機であって、
　前記第１カバー部材（前カバー６０６または後カバー６０３）および前記第２カバー部
材（後カバー６０３または前カバー６０６）は、前記基板（ステージ枠飾り基板６０４）
の周縁部（外周縁６１０ａ）における前記切欠部（切欠凹部６０９ａ～６０９ｃ）に対応
する箇所に向けて突設される壁部（円筒状壁部６２６、６２６’）を備え、
　前記締結手段は、前記第１カバー部材の壁部と前記第２カバー部材の壁部とが前記基板
の周縁部における前記切欠部に対応する箇所を挟むように前記第１カバー部材と前記第２
カバー部材とを締結する（図１４（ａ）参照）
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、導電性の取付ネジと配線パターンとが壁部により遮断されるため、
埃やごみ等により導通して静電気による高電圧が電子部品を破壊することを回避できる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本発明の手段３の遊技機は、請求項１、手段１、手段２のいずれかに記載の遊技機であ
って、
　前記電子部品は発光ダイオード（ステージ枠飾りＬＥＤ６２）であり、
　前記第１カバー部材（後カバー６０３）における前記発光ダイオードとの対向位置に投
光孔（投光孔６２９ａ～６２９ｄ）が形成されている
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、第１カバー部材により発光ダイオードからの光を遮ることなく出射
させることができる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　本発明の手段４の遊技機は、手段３に記載の遊技機であって、
　前記投光孔（投光孔６２９ａ～６２９ｄ）の直径は、前記遊技用価値としての遊技球の
直径（約１１ｍｍ）よりも小さい
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、帯電した遊技球が投光孔を通して基板に接触することにより、静電
気により電子部品が破損することが防止される。


	header
	written-amendment

